
○公衆浴場法施行細則 

平成15年12月26日 

規則第68号 

公衆浴場法施行細則をここに制定する。 

公衆浴場法施行細則 

公衆浴場法施行細則(昭和23年静岡県規則第48号)の全部を改正する。 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)

及び公衆浴場法施行条例(昭和49年静岡県条例第45号。以下「条例」という。)の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(営業許可申請書の記載事項) 

第2条 省令第1条第5号に規定する知事が定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 営業用建物及び附属建物の配置図及び縮尺100分の1の平面図 

(2) 付近350メートル以内の見取図 

 

(水質基準) 

第3条 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に係る条例第4条第11号アに規定する規則

で定める基準は、別表第1の左欄に掲げる検査項目につき、同表の中欄に掲げる検査方法

によって行う検査の結果が同表の右欄に掲げる基準値に適合するものとする。ただし、

温泉水若しくは井戸水又は温泉の含有物質若しくは医薬品等を原料とした薬湯を使用す

る場合であって、本文の基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと知

事が認めたときは、同表の左欄に掲げる検査項目のうち色度、濁度、pH値及び有機物（全

有機炭素（ＴＯＣ）の量）又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)については、同

表の右欄に掲げる基準値の一部又は全部に適合しなくてもよいものとする。 

2 浴槽水に係る条例第4条第11号アに規定する規則で定める基準は、別表第2の左欄に掲げ

る検査項目につき、同表の中欄に掲げる検査方法によって行う検査の結果が同表の右欄

に掲げる基準値に適合するものとする。ただし、温泉水若しくは井戸水又は温泉の含有

物質若しくは医薬品等を原料とした薬湯を使用する場合であって、本文の基準により難

く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと知事が認めたときは、同表の左欄に掲げ

る検査項目のうち濁度及び有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）又は有機物等(過マンガ

ン酸カリウム消費量)については、同表の右欄に掲げる基準値の一部又は全部に適合しな

くてもよいものとする。 

 

(貯湯槽内の消毒方法) 



第4条 条例第4条第11号イただし書に規定する規則で定める方法は、遊離残留塩素濃度が1

リットル中50ミリグラム以上100ミリグラム以下の塩素水を貯湯槽内壁に噴霧する方法

又はこれと同等以上の消毒の効果があると知事が認める方法とする。 

(一部改正〔平成28年規則25号〕) 

 

(ろ過器の消毒方法) 

第5条 条例第4条第11号カに規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの

方法とする。 

(1) 遊離残留塩素濃度が1リットル中5ミリグラム以上10ミリグラム以下の塩素水を注

入する方法又はこれと同等以上の消毒の効果があると知事が認める方法 

(2) 浴槽水に塩素系薬剤を投入することにより当該浴槽水の遊離残留塩素濃度を1リッ

トル中10ミリグラム以上50ミリグラム以下とし、当該浴槽水を2時間以上循環させた後、

中和処理して排出する方法又はこれと同等以上の消毒の効果があると知事が認める方

法 

(3) 浴槽水の温度を摂氏60度以上に維持した状態で1時間以上循環させた後、当該浴槽

水を排出する方法 

(4) 浴槽水の温度を摂氏65度以上に維持した状態で30分以上循環させた後、当該浴槽水

を排出する方法 

(5) 過酸化水素により処理する方法 

(6) 二酸化塩素処理による方法 

(7) 過炭酸ナトリウムにより処理する方法 

(一部改正〔平成19年規則5号・28年25号〕) 

 

(配管等の設備の消毒方法) 

第6条 条例第4条第11号キに規定する規則で定める方法は、一般公衆浴場にあっては前条

第2号から第7号までに掲げるいずれかの方法とし、その他の公衆浴場にあっては同条第5

号から第7号までに掲げるいずれかの方法とする。 

(一部改正〔平成19年規則5号〕) 

 

(浴槽水の消毒方法) 

第7条 条例第4条第11号クに規定する規則で定める方法は、塩素系薬剤を次項に定めると

ころにより投入する方法又はこれと同等以上の消毒の効果があると知事が認める方法と

する。 

2 前項に規定する塩素系薬剤を投入する方法は、浴槽水の遊離残留塩素濃度を、1リット

ル中0.4ミリグラム以上に保つことにより行うものとする。 

(一部改正〔平成28年規則25号〕) 



 

(気泡発生装置等を使用している場合の管理方法) 

第8条 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を使用して

いる場合にあっては、条例第4条第11号スの規定に基づき、次に定めるところにより管理

を行うよう努めるものとする。 

(1) ろ過器を使用している場合にあっては、当該ろ過器は、毎日1回以上逆洗浄その他

の適切な方法により汚れを除去し、かつ、遊離残留塩素濃度が1リットル中5ミリグラ

ム以上10ミリグラム以下の塩素水を注入する方法又はこれと同等以上の消毒の効果が

あると知事が認める方法により消毒を行うこと。ただし、けいそう土式ろ過器で、浴

槽水を毎日完全に換水している浴槽に係るものにあっては、この限りでない。 

(2) 浴槽水は、2月に1回以上レジオネラ属菌についての水質検査を行うこと。ただし、

ろ過器を設置していない浴槽の浴槽水又はけいそう土式ろ過器を使用し、かつ、浴槽

水を毎日完全に換水している浴槽の浴槽水にあっては、この限りでない。 

(一部改正〔平成28年規則25号〕) 

 

(衛生管理に係る計画書及び点検表) 

第9条 浴場業を営む者は、営業を開始したときは、条例第4条第14号の規定に基づき、次

に掲げる事項を記載した計画書を遅滞なく知事に提出するものとする。 

(1) 浴場業を営む者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代

表者の氏名) 

(2) 公衆浴場の名称及び所在地 

(3) 営業施設の使用状況 

(4) 営業施設の構造設備 

(5) 営業施設の管理計画 

(6) 条例第4条第15号の責任者の氏名及び連絡先 

2 浴場業を営む者は、前項の計画書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく知事に届

け出るものとする。 

3 浴場業を営む者は、条例第4条第14号の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した点検

表を作成するものとする。 

(1) 浴場業を営む者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代

表者の氏名) 

(2) 公衆浴場の名称及び所在地 

(3) 営業施設の構造設備 

(4) 営業施設の管理計画及び点検状況 

(5) 条例第4条第15号の責任者の氏名 

 



(その他の公衆浴場の配管等の設備の消毒方法) 

第10条 条例第6条第2号に規定する規則で定める方法は、第5条第2号から第4号までに掲げ

るいずれかの方法とする。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際現に浴場業を営んでいる者の当該浴場業に係る改正後の公衆浴場

法施行細則第9条第1項の規定による計画書の提出については、この規則の施行の日から

起算して3月以内に行うものとする。 

(知事の権限の一部を保健所長に委任する規則の一部改正) 

3 知事の権限の一部を保健所長に委任する規則(昭和48年静岡県規則第4号)の一部を次の

ように改正する。 

〔次のよう〕略 

 

附 則(平成19年3月20日規則第5号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成28年3月29日規則第25号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

 

附 則(令和3年3月30日規則第26号) 

この規則は、令和3年7月1日から施行する。 

 

別表第1(第3条関係) 

検査項目 検査方法 基準値 

色度 比色法又は透過光測定法 5度以下であること。 

濁度 比濁法、透過光測定法、積分球式光

電光度法、散乱光測定法又は透過散

乱法 

2度以下であること。 

pH値 ガラス電極法 5.8以上8.6以下であること。 

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量

）又は有機物等（過マンガン酸カリ

ウム消費量） 

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）

にあっては全有機炭素計測定法、有

機物等（過マンガン酸カリウム消費

量）にあっては滴定法 

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量

）にあっては１ℓ 中３mg以下、有機

物等（過マンガン酸カリウ ム 消 費

量）にあっては１ℓ 中10mg以下であ



ること。 

大腸菌 特定酵素基質培地法 検出されないこと。 

レジオネラ属菌 ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 検出されないこと(100ml中10cfu未

満であることをいう。)。 

 
 
別表第2(第3条関係) 

検査項目 検査方法 基準値 

濁度 比濁法、透過光測定法、積分球式光

電光度法、散乱光測定法又は透過散

乱法 

5度以下であること。 

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）

又は有機物等（過マンガン酸カリウ

ム消費量） 

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）

にあっては全有機炭素計測定法、有

機物等（過マンガン酸カリウム消費

量）にあっては滴定法 

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量

）にあっては１ℓ 中８mg以下、有機

物等（過マンガン酸カリウ ム 消 費

量）にあっては１ℓ 中25mg以下であ

ること。 

大腸菌群 下水の水質の検定方法等に関する省

令(昭和37年厚生省令・建設省令第1

号)第6条に規定する方法 

1ml中1個以下であること。 

レジオネラ属菌 ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 検出されないこと(100ml中10cfu未

満であることをいう。)。 

 
 


